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既に実施機関が取り扱っている要配慮個人情報一覧

法令 条例 その他

4 45 - 221 - - - 116 16 90 10 15 11 121 32 12 167 87 90 26 25 596

1 市長 秘書課
0100-
000002

叙勲・褒章上申事
務

国家または公共に対する功労、あるい
は社会の各分野における優れた行いの
あった者を表彰する。

叙勲・褒章推薦者の審査 内閣府賞勲局総務課長通達 － - ○ － － － － ○ － － － － － － 1

2 市長 危機管理課
0900-
000008

厚木市避難行動要
支援者名簿の作成
等に関する事務

災害対策基本法に基づき、災害発生時
等に避難支援等を要するものの把握に
努めるとともに、地域防災計画に位置
付けた避難行動要支援者名簿を作成
し、避難支援等関係者に同意を得た名
簿を提供する。

災害発生時等に避難支援等を
要するものの把握に努めるた
め。

災害対策基本法
第49条の10から第49条の13まで

○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

3 市長 行政経営課
0600-
000001

神奈川県統計調査
員登録事務

叙勲・褒章事務
叙勲・褒章の受章候補者を選
考する際、栄典環境について
確認を行う。

－ － ○ － － － － ○ － － － － － － 1

4 市長 職員課
0500-
000001

厚木市職員採用事
務

厚木市職員の採用のため。
受験の資格要件等を確認する
ため。

厚木市職員の採用に関する規則 第
７条
労働安全衛生規則 第43条

－ － ○ － － － － － － ○ ○ － － － 2

5 市長 職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

職員健康診断 厚木市職員の健康管理のため。
職員の健康状態を把握するた
め。

労働安全衛生法 第66条
労働安全衛生規則 第44条

○ － ○ － － － ○ － － － ○ ○ － － 3

6 市長 市民税課
1600-
000001

市税減免事務
納税義務者からの申請により、生活困
窮者等と認められる者について税額の
減免を行う。

市県民税減免の可否判定の
ため。

地方税法第45条、法第323条、市税
条例第20条、市税条例施行規則第7
条、施行規則第10条

○ － - － － － － － － ○ － － － － 1

7 市長 市民税課
1600-
000004

窓口証明発行事務 各種市税の証明書の発行
申告に基づく所得証明書交付
（非課税及び所得控除の適用
可否記載）のため。

地方税法第24条の5、法第34条⑨、
法第295条、法第314条の2⑨、市税
条例第10条

○ － - － － － － － － ○ － － － － 1

8 市長 市民税課
1600-
000005

個人市民税課税事
務

1月1日現在、市内に住所を有するもの
に対し、個人市民税を賦課する。

市県民税の税額決定及び通
知（非課税及び所得控除の適
用可否判定）のため。

地方税法第24条の5、法第34条⑨、
法第295条、法第314条の2⑨、法第
319条の2①、市税条例第10条

○ － - － － － － － － ○ － － － － 1

9 市長 市民税課
1600-
000007

軽自動車税減免事
務

納税義務者からの提出された減免申請
に基づき、減免・却下の決定をする。

軽自動車税減免の可否判定
のため。

地方税法454条、市税条例第34条、
市税条例施行規則第9条、施行規則
第10条

○ － - － － － － － － ○ － － － － 1

10 市長 福祉総務課
1900-
000006

療育支援事業事務
発達に心配のある児童、保護者にに対
し相談、支援、指導を行う。

　保護者からの相談等を受
け、早期の療育支援につなげ
るため。

・厚木市療育相談センター療育相談
事業実施要項
・厚木市療育相談センター経過観察
事業実施要項
・厚木市療育相談センター親子サロ
ン実施要項

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

11 市長 福祉総務課
1900-
000027

厚木市避難行動要
支援者名簿の作成
等に関する事務

災害対策基本法に基づき、災害発生時
等に避難支援等を要するものの把握に
努めるとともに、地域防災計画に位置
付けた避難行動要支援者名簿を作成
し、避難支援等関係者に同意を得た名
簿を提供する。

災害発生時等に避難支援等を
要するものの把握に努めるた
め。

災害対策基本法
第49条の10から第49条の13まで

○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

12 市長 福祉総務課
1900-
000028

在宅医療・介護連
携推進事業（地域
包括ケア連携セン
ター）

地域住民の心身の健康保持及び生活
安定のために必要な支援を行うことに
より、保健医療の向上及び社会福祉の
増進を図る。

地域の医療・介護・福祉事業
所や市民からの連携に関する
相談等を受付け、内容に応じ
て適切な機関に情報提供する
ため。

介護保険法第115条の45
介護保険法施行規則第140条の62
の８
在宅医療・介護連携推進事業の手
引き

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4
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13 市長 福祉総務課
1900-
000029

在宅医療・介護連
携推進事業（厚愛
地区における在宅
医療相談窓口業
務）

地域住民の心身の健康保持及び生活
安定のために必要な支援を行うことに
より、保健医療の向上及び社会福祉の
増進を図る。

地域の医療・介護・福祉事業
所や市民からの連携に関する
相談等を受付け、内容に応じ
て適切な機関に情報提供する
ため。

介護保険法第115条の45
介護保険法施行規則第140条の62
の８
在宅医療・介護連携推進事業の手
引き

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

14 市長 生活福祉課
1950-
000001

生活保護法に基づ
く生活保護事務

生活保護適正実施のため。 生活保護適正実施のため。
生活保護法第24条、第28条
生活保護法施行規則第１条

○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

15 市長 障がい福祉課
2100-
000001

身体障害者手帳交
付事務

身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳の交付等に
伴い申請書を神奈川県へ進達
するため。

身体障害者福祉法施行令第9条第2
～5項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

16 市長 障がい福祉課
2100-
000002

意思疎通支援者派
遣事務

手話通訳者・要約筆記者の派遣 要件確認のため。
厚木市手話通訳者設置・派遣及び要
約筆記者派遣事業実施要綱第6条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

17 市長 障がい福祉課
2100-
000003

重度障害者住宅設
備改良費助成事務

障害者への住宅改造費の助成を行う。 対象者の要件確認のため。
厚木市重度障害者住宅設備改良費
助成事業実施要綱第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

18 市長 障がい福祉課
2100-
000004

緊急通報システム
事務

障害者への緊急通報システムを貸与を
行う。

対象者の要件確認のため。
厚木市緊急通報システム事業運営
要綱第2条第2項

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

19 市長 障がい福祉課
2100-
000005

重度身体障害者訪
問入浴サービス事
務

障害者への訪問入浴サービスを行う。 対象者の要件確認のため。
厚木市重度身体障害者訪問入浴
サービス事業実施要綱第7条第2項

－ － ○ － － － － － － ○ ○ － － － 2

20 市長 障がい福祉課
2100-
000006

重度障害者配食
サービス事務

障害者への配食サービスを行う。 対象者の要件確認のため。
厚木市高齢者等配食サービス事業
実施要綱第4条第4項～第6項

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

21 市長 障がい福祉課
2005-
000007

重度障害者理髪
サービス事務

障害者への訪問理髪サービスの行う。 対象者の要件確認のため。
厚木市在宅福祉理髪サービス事業
実施要綱第2条第3項

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

22 市長 障がい福祉課
2100-
000008

重度身体障害者寝
具乾燥消毒事務

障害者への寝具乾燥消毒サービスを
行う。

対象者の要件確認のため。
厚木市重度身体障害者寝具乾燥消
毒事業実施要綱第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

23 市長 障がい福祉課
2100-
000010

自立支援医療（更
生医療、育成医
療）給付事務

障害者への更生医療又は育成医療を
給付する。

対象者の要件確認のため。 障害者総合支援法第54条 ○ － － － － － － － － ○ ○ － － － 2

24 市長 障がい福祉課
2100-
000011

障害者補装具給付
等事務

障害者への補装具を給付する。 対象者の要件確認のため。 障害者総合支援法第76条 ○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

25 市長 障がい福祉課
2100-
000012

療育手帳交付事務 療育手帳の交付
療育手帳の交付等に伴い申
請書を神奈川県へ進達するた
め。

神奈川県療育手帳制度実施要綱第
5条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

26 市長 障がい福祉課
2100-
000014

グループホーム家
賃助成事務

障がい者の在宅生活補助
障がい者の在宅生活に係る助
成金交付のため。

厚木市障害者グループホームの家
賃助成に関する要綱
第1条及び第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

27 市長 障がい福祉課
2100-
000015

障害福祉サービ
ス・障害児通所支
援サービス
支給決定事務

身体・知的障がい者の居宅・入所等支
援を行う。

対象者の要件確認のため。
障害者総合支援法第22条
児童福祉法第21条の5の7

○ － － － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

28 市長 障がい福祉課
2100-
000016

精神障害者保健福
祉手帳交付事務

精神障害者保健福祉手帳の交付 対象者の要件確認のため。
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第45条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1
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29 市長 障がい福祉課
2100-
000016

自立支援医療（精
神通院）事務

通院医療費の軽減 対象者の要件確認のため。 障害者総合支援法第54条 ○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

30 市長 障がい福祉課
2100-
000020

特別障害者等手当
給付事務

常時介護を必要とする在宅障がい児者
へ手当を支給

受給資格の認定のため。
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律第17条、第26条2項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

31 市長 障がい福祉課
2100-
000021

神奈川県在宅重度
障害者等手当進達
事務

県在宅重度障害者等手当の進達
申請書及び届出書の内容そ
の他必要な事項について調査
をするため。

神奈川県事務処理の特例に関する
条例第3条

－ ○ － － － － － － ○ － － － － 1

32 市長 障がい福祉課
2100-
000022

在宅重度障害者介
護手当給付事務

介護手当の給付 受給資格の認定のため。
厚木市在宅重度障害者介護手当支
給要綱第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

33 市長 障がい福祉課
2100-
000023

心身障害者福祉手
当給付事務

障がい者へ手当の給付 受給資格の認定のため。
厚木市心身障害者福祉手当給付条
例第2条

－ ○ － － － － － － ○ － － － － 1

34 市長 障がい福祉課
2100-
000024

外国籍障害者等福
祉給付金支給事務

公的年金を受けられない在日外国人の
障がい者等に手当を支給

受給資格の認定のため。
厚木市外国籍高齢者、障害者等福
祉給付金支給要綱第3条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

35 市長 障がい福祉課
2100-
000025

障害者施設通所交
通費助成事務

障がい者の施設通所交通費の助成 受給資格の認定のため。
厚木市障害者施設通所交通費の一
部助成に関する要綱第3条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

36 市長 障がい福祉課
2100-
000026

福祉タクシー券交
付事務

福祉タクシー券の交付 受給資格の認定のため。
厚木市福祉タクシー事業実施要綱第
2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

37 市長 障がい福祉課
2005-
000027

障害者自動車ガソ
リン助成事務

ガソリン券の交付 受給資格の認定のため。
厚木市身体障害者等自動車ガソリン
助成要綱第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

38 市長 障がい福祉課
2100-
000032

割引証・証明書発
行事務

一般乗合自動車割引証の交付・有料道
路割引登録

受給資格の認定のため。
神奈川県障害者一般乗合自動車運
賃割引証発行事務取扱要領第3条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

39 市長 障がい福祉課
2100-
000033

身体障害者相談事
務

身体障がい者の支援
対象者の状態を確認し、適切
な対応をするため。

身体障害者福祉法第9条の２ ○ － － － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

40 市長 障がい福祉課
2100-
000034

知的障害者相談事
務

知的障がい者の支援
対象者の状態を確認し、適切
な対応をするため。

知的障害者福祉法第15の２
児童福祉法第10条

○ － － － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

41 市長 障がい福祉課
2100-
000035

精神障害者相談事
務

精神障がい者の支援 対象者の要件確認のため。
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第4条第2項

○ － － － － － ○ ○ － ○ － ○ － － 4

42 市長 障がい福祉課
2100-
000037

高額障害福祉サー
ビス事務

同一世帯に障害福祉サービス、介護保
険サービス、児童福祉サービスを利用
する者が複数いる場合に、世帯の負担
を軽減を行う。

対象者の要件確認のため。
障害者総合支援法第76条の２
高額障害児入所給付費取扱要綱第
第2条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

43 市長 障がい福祉課
2100-
000039

家具転倒防止対策
事業事務

地震時等の災害時の被害を少なくする
家具転倒防止器具の設置

要件確認のため。
厚木市家具転倒防止対策事業実施
要綱第2条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

44 市長 障がい福祉課
2100-
000040

地域生活支援事業
事務

障がい者及び障がい児が自立した日常
生活又は社会生活を営むことができる
ような事業を実施する。

対象者の要件確認のため。
厚木市地域生活支援事業実施要綱
第2条

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

45 市長 障がい福祉課
2100-
000041

市長同意事務
精神障がい者への必要な医療の確保
及び保護

対象者の要件確認のため。
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第33条第3項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1
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46 市長 障がい福祉課
2100-
000042

心身障害者医療費
助成事務

心身障がい者に対して医療費の一部を
助成することにより、心身障がい者の福
祉の増進を図る。

受給資格の認定のため
厚木市心身障害者医療費の助成に
関する条例第3条

○ － － － － － － － ○ － － － － 1

47 市長 障がい福祉課
2100-
000043

障害者介護給付費
等審査会運営事業

障害支援区分及び支給要否決定に関
する審査判定業務を行う。

障害サービス利用申請者に障
害支援区分及び支給要否決
定に関する審査判定業務を行
うため。

障害者総合支援法第15条及び第21
条並びに第22条

○ － － － － － － － － ○ ○ － － － 2

48 市長 障がい福祉課
2100-
000044

障害支援区分認定
訪問調査等事業

障害者総合支援法に規定する障害支
援区分の認定を行うに当たり、認定調
査の報告書及び医師意見書等、審査
会の審査に必要とされる資料の作成を
行う。

障害サービス利用申請者に障
害支援区分及び支給要否決
定に関する審査判定業務を行
うため。

障害者総合支援法第20条及び厚木
市障害支援区分認定調査実施要綱

○ － － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － 5

49 市長 障がい福祉課
2100-
000046

障害者日常生活用
具給付事務

障害者に日常生活用具の給付を行う。 対象者の要件確認のため。
厚木市日常生活用具給付等事業実
施要綱第4条第1項

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

50 市長 障がい福祉課
2100-
000047

身体障害者自動車
改造等助成事務

自動車改造の助成、自動車運転訓練
費の助成

対象者の要件確認のため。

厚木市身体障害者自動車改造費助
成事業実施要綱第2条
厚木市身体障害者自動車運転訓練
費助成要綱第2条第2項

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

51 市長 障がい福祉課
2100-
000048

重度障害児メディ
カルショートステイ
支給決定事務

医療ケアが必要な重症心身障害児の
在宅での療養生活の安定を図る。

対象者の要件確認のため。

厚木市重度障害児メディカルショート
ステイ事業実施要綱第1条
厚木市重度障害者訪問看護支援事
業実施要綱第1条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

52 市長 障がい福祉課
2100-
000049

医療観察法事務

心神喪失等の状態で重大な他害行為
を行った者に対し、継続的かつ適切な
医療並びにその確保のために必要な観
察及び指導を行うことによって、その病
状の改善及びこれに伴う同様の行為の
再発の防止を図り、もってその社会復
帰を促進すること。

対象者の要件確認のため。
心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察等に関
する法律第1条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

53 市長 障がい福祉課
2100-
000050

成年後見制度市長
申立事務

知的・精神障がい等で判断能力の不十
分な方の権利を保護し、支援することで
本人の福祉を図る。

対象者の要件確認のため。
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第51条11の2
知的障害者福祉法第28条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

54 市長 介護福祉課
2230-
000001

介護保険居宅介護
（支援）住宅改修支
給事務

住宅改修を施工した場合に保険給付す
る。

保険給付の可否を判断するに
当たり、必要な情報であるた
め。

介護保険法第45条
介護保険法施行規則第75条・第94
条

○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

55 市長 介護福祉課
2230-
000010

第三者行為損害賠
償請求事務（介護
保険）

交通事故などの第三者の行為により、
介護が必要になった場合の介護に係る
費用を第三者（加害者）に請求する。

第三者行為損害賠償請求事
務を神奈川県国民健康保険
団体連合会に委託するにあた
り、事故や被害者の情報を提
供する必要があるため。

介護保険法第21条 ○ － - － － ○ ○ － － ○ ○ － － － 4

56 市長 介護福祉課
2230-
000011

介護保険事業者事
故報告書受理事務

介護保険指定事業者及び基準該当
サービス事業者は、事故が発生した場
合、保険者である市町村に報告するこ
ととなっている。

介護事業所内で発生した事故
の内容を詳細に把握するた
め。

平成11年厚生省令第37号～第41号 ○ － - － － ○ ○ － － ○ ○ ○ － － 5

57 市長 介護福祉課
2230-
000012

介護保険居宅介護
（支援）福祉用具購
入費支給事務

福祉用具を購入した場合に保険給付す
る。

保険給付の可否を判断するに
当たり、必要な情報であるた
め。

介護保険法第44条
介護保険法施行規則第71条・第90
条

○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

58 市長 介護福祉課
2230-

0000020
要介護認定事務 要介護認定の際の申請時に使用する。

要介護認定の認定調査の事
前情報として、病歴及び障害
の有無を申請者に記載してい
ただく必要があるため。

介護保険法第27条 ○ － - － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4
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59 市長 介護福祉課
2230-
000021

要介護認定等の情
報開示事務

ケアプラン作成のための情報開示

介護サービス利用のため、審
査会資料の内容をケアマネ
ジャーへ情報提供する必要が
あるため。

介護保険法第27条及び第32条 - － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

60 市長 介護福祉課
2230-
000019

介護保険料減免・
徴収猶予事務

介護保険料の賦課に係る事務に使用
する。

介護保険料の減免審査に使
用するため。

厚木市介護保険条例第10条
厚木市介護保険条例施行規則第３
条第５号
厚木市介護保険料減免取扱要綱

- ○ － － － － － － － － － － ○ － 1

61 市長 介護福祉課
2230-
000048

老人保護措置事業
環境上の理由又び経済的理由又は虐
待により在宅での生活が困難な高齢者
を入所措置する。

対象者の健康状態を把握する
ことにより適切な措置の実施
を行うため。

老人福祉法第10条の3
老人福祉法第10条の４
老人福祉法第11条第１項

○ - － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

62 市長 介護福祉課
2230-
000026

厚木市在宅ひとり
暮らし老人登録

ひとり暮らし老人の見守りに使用する。
対象者の福祉の増進を図るた
め必要な実情の把握に努める
ため。

老人福祉法第５条の４第２項 ○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

63 市長 介護福祉課
2230-
000027

厚木市在宅ねたき
り老人・認知症老
人登録

ねたきり老人及び認知症老人の見守り
に使用する。

対象者の福祉の増進を図るた
め必要な実情の把握に努める
ため。

老人福祉法第５条の４第２項 ○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

64 市長 介護福祉課
2230-
000035

緊急通報システム

ひとり暮らし老人登録等で注意が必要
な疾患などがある方の緊急時の対応の
ため、無線発信機等の緊急システム機
器を貸与する。

事業該当者の審査を行うた
め。

老人福祉法第５条の４第２項 ○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

65 市長 介護福祉課
2230-
000037

配食サービス

自宅で食事の支度をすることが困難
で、家族などから食事の提供を受ける
ことが困難な高齢者等に食事を提供す
る。

事業該当者の審査及び見守り
を行うため。

老人福祉法第５条の４第２項 ○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

66 市長 介護福祉課
2230-
000062

認知症初期集中支
援チーム援推進事
業

　認知症が疑われる者及び認知症であ
る者並びにその家族に早期に関わる認
知症初期集中支援チームを配置し、早
期診断・早期対応に向けた支援体制を
構築するため。

早期に認知症の鑑別診断が
行われ、速やかに適切な医
療・介護等が受けられる初期
の対応体制が構築されるた
め。

認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）

- － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

67 市長 介護福祉課
2230-
000036

高齢者緊急一時保
護事業

家族の疾病、虐待等により居宅での生
活が困難な高齢者を一時的に保護す
る。

事業該当者の審査を行うた
め。

老人福祉法第10条の3 ○ － - － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

68 市長 介護福祉課
2230-
000058

二次予防事業対象
者把握事業事務

二次予防事業対象者（旧特定高齢者）
の把握に係る事業全般に使用する。

適切な支援を提供するため。 介護保険法第115条45 ○ － - － － － ○ － － － － ○ － － 2

69 市長 介護福祉課
2230-
000059

介護予防事業事務

統計調査及び一般介護予防事業参加
時に使用する。
介護予防・生活支援サービス利用時使
用

介護予防事業等の安全な事
業運営のため。

介護保険法第115条の45 ○ － - － － － ○ － － － － － － － 1

70 市長 介護福祉課
2230-
000060

地域支援事業
相談事業等における対象者のアセスメ
ントや支援に使用
総合事業対象者の確認に使用

・適切な支援を提供するため。
・総合事業対象者の資格確認
のため。

介護保険法第115条の45 ○ － - － － － ○ － － － － － － － 1

71 市長 市民課
2600-
000019

犯歴事務
関係機関からの犯歴照会についての回
答
選挙管理委員会等への通知

関係機関からの犯歴照会につ
いて、回答するため。
選挙管理員会等へ必要な通
知を送付するため。

－ － ○ － － － － ○ － － － － － － 1
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72 市長 市民課
2600-
000001

住民基本台帳事務
住民の居住関係の公証、住民に関する
事務処理の基礎として、作成する住民
基本台帳の適正な管理

異動届出や証明交付請求の
際の本人確認書類として官公
庁が発行した顔写真付きの証
明書の提示を求めるにあたっ
て、申請者が障害者手帳等を
提示する場合があるため。

住民基本台帳法第１２条第３項、第２
７条第２項、省令第５条、住民基本台
帳法施行規則第８条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

73 市長 市民課
2600-
000003

印鑑登録事務
印鑑の登録及び印鑑登録証明に関す
る事務等の適正な管理

印鑑登録・証明発行の際の本
人確認書類として官公庁が発
行した顔写真付きの証明書の
提示を求めるにあたって、申
請者が障害者手帳等を提示す
る場合があるため。

厚木市印鑑条例第４条第２項、厚木
市印鑑条例施行規則第２条

－ ○ － － － － － － － ○ － － － － 1

74 市長 市民課
2600-
000030

個人番号指定事務
個人番号の漏えい等による個人番号変
更の届出を明らかにするとともに、届出
に対する適正な手続を管理すること。

個人番号変更の届出の際の
本人確認書類として官公庁が
発行した顔写真付きの証明書
の提示を求めるにあたって、
申請者が障害者手帳等を提
示する場合があるため。

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する
法律第１６条、施行令第３条第２項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

75 市長 市民課
2600-
000031

通知カード交付等
事務

行政運営の効率化及び行政分野にお
けるより公正な給付と負担の確保を図
るため、個人番号が記載された通知
カードを適正に交付及び管理すること。

通知カードの交付、再発行等
の届出の際の本人確認書類と
して官公庁が発行した顔写真
付きの証明書の提示を求める
にあたって、申請者が障害者
手帳等を提示する場合がある
ため。

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する
法律　省令第１１条第３項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

76 市長 市民課
2600-
000032

個人番号カード交
付等事務

行政運営の効率化及び行政分野にお
けるより公正な給付と負担の確保を図
るため、個人番号カードを適正に交付
及び管理すること。

個人番号カードの交付、記載
変更等をする際の本人確認書
類として官公庁が発行した顔
写真付きの証明書の提示を求
めるにあたって、申請者が障
害者手帳等を提示する場合が
あるため。

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する
法律第１７条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

77 市長 市民課
2600-
000013

届出書類審査不受
理事務

届出書類不受理処分書類の保管

不受理申出の際の本人確認
書類として官公庁が発行した
顔写真付きの証明書の提示を
求めるにあたって、申請者が
障害者手帳等を提示する場合
があるため。

戸籍法施行規則第５３条の４ ○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

78 市長 市民課
2600-
000014

不受理申出書保管
事務

本人に関する戸籍の届出を受理処分し
ないため。

不受理申出の際の本人確認
書類として官公庁が発行した
顔写真付きの証明書の提示を
求めるにあたって、申請者が
障害者手帳等を提示する場合
があるため。

戸籍法施行規則第５３条の４ ○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

79 市長 市民課
2600-
000033

住民基本台帳法に
基づく支援措置に
関する事務

ＤＶ・ストーカー等からの被害者支援

本人確認書類の提示を求める
にあたって、申請者が障害者
手帳等を提示する場合がある
ため。

住民基本台帳法第１２条第６項、第１
２条の３第１項

○ － － － － － － － － ○ － － － －

80 市長 国保年金課
2700-
000002

国民健康保険給付
事務

療養取扱機関から提出された診療報酬
の明細書の管理、被保険者の保険給
付状況の記録をする。

療養取扱機関から提出された
診療報酬の明細書の管理、被
保険者の保険給付状況の記
録をする。

国民健康保険法第45条 ○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3
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81 市長 国保年金課
2700-
000009

国民健康保険人間
ドック助成事務

保健事業の一環として、被保険者の疾
病の予防及び早期発見を推進し、医療
費の抑制を図る。

保健事業の一環として、被保
険者の疾病の予防及び早期
発見を推進し、医療費の抑制
を図る。

国民健康保険法第82条、
厚木市国民健康保険条例第8条 ○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

82 市長 国保年金課
2700-
000020

高齢者の医療の確
保に関する法律に
基づく特定健康診
査・特定保健指導
事務

内臓脂肪型肥満に着目し、その要因と
なっている生活習慣を改善するための
保健指導を的確に行うため、健康診査
を実施する。

内臓脂肪型肥満に着目し、そ
の要因となっている生活習慣
を改善するための保健指導を
的確に行うため、健康診査を
実施する。

国民健康保険法第82条、
厚木市国民健康保険条例第8条、
高齢者の医療の確保に関する法律
第20条

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

83 市長 国保年金課
2700-
000025

厚木市国民健康保
険データヘルス計
画に基づく保健事
業

特定健診の結果及び診療報酬明細書
の情報等を活用して事業の対象者を抽
出し、医療機関への受診勧奨、適切な
保健指導等を実施する。

保健事業の一環として、被保
険者の疾病の重症化予防及
び早期発見を推進し、医療費
の抑制を図る。

国民健康保険法第82条、
国民健康保険法に基づく保健事業の
実施等に関する指針第4条
保健事業実施計画（データヘルス計
画）作成の手引き

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

84 市長 国保年金課
2700-
000026

厚木市後期高齢者
人間ドック助成事
務

保健事業の一環として、被保険者の疾
病の予防及び早期発見を推進し、医療
費の抑制を図る。

保健事業の一環として、被保
険者の疾病の予防及び早期
発見を推進し、医療費の抑制
を図る。

厚木市後期高齢者人間ドック助成事
業実施要綱

－ － ○ － － － － － － － ○ － － － 1

85 市長 健康長寿推進課
2250-
000003

健康スイミング事
業参加者登録事務

健康スイミング事業参加者登録を行う
ため。

・事業に参加できる対象者(障
がい者、障がい児)であるかを
確認するため。
・健康調査票により事業の参
加に支障がないことを確認す
るため。
・有事の際に、救急隊、医療機
関等に情報提供(持病、服用
薬等)をするため。

厚木市保健福祉センター健康スイミ
ング事業運営要綱
第６条及び第７条

－ － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

86 市長 健康長寿推進課
2250-
000005

トレーニング室利
用者登録事務

トレーニング室利用者登録を行うため。

・事業に参加できる対象者(障
がい者)であるかを確認するた
め。
・健康調査票により事業の参
加に支障がないことを確認す
るため。
・有事の際に、救急隊、医療機
関等に情報提供(持病、服用
薬等)をするため。

厚木市老人福祉センター寿荘トレー
ニング室運営要綱
第３条及び第４条

－ － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

87 市長 健康づくり課
2300-
000001

定期予防接種事業
事務

各種予防接種の実施により、感染予防
を図るとともに疾病の流行を防止する
（台帳整備）。

予診を行い、予防接種を受け
ることが適当でない者又は予
防接種の判断を行うに際して
注意を要する者に該当するか
否かを調べるため。

予防接種法第７条
予防接種法施行令第１条
予防接種法施行規則第２条
予防接種実施規則第４条

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

88 市長 健康づくり課
2300-
000002

定期予防接種事業
事務

各種予防接種の実施により、感染予防
を図るとともに疾病の流行を防止する
（救済制度）。

予診を行い、予防接種を受け
ることが適当でない者又は予
防接種の判断を行うに際して
注意を要する者に該当するか
否かを調べるため。

予防接種法第７条
予防接種法施行令第１条
予防接種法施行規則第２条
予防接種実施規則第４条

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

89 市長 健康づくり課
2300-
000003

任意予防接種事業
事務

各種予防接種の実施により、感染予防
を図るとともに疾病の流行を防止する。

予診を行い、予防接種を受け
ることが適当でない者又は予
防接種の判断を行うに際して
注意を要する者に該当するか
否かを調べるため。

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4
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90 市長 健康づくり課
2300-
000004

妊婦健康診査関係
事務

妊婦の健康管理の充実及び経済的負
担の軽減を図ることにより、安心して妊
娠・出産ができる体制を確保することを
目的とする。

保健指導、健康診査、医療そ
の他の措置を講じ、指導を実
施するため。

母子保健法第13条 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

91 市長 健康づくり課
2300-
000005

訪問指導関係事務

母性並びに乳児及び幼児の健康の保
持及び増進を図るため、母子保健に関
する原理を明らかにするとともに、母性
並びに乳児及び幼児に対する保健指
導、健康診査、医療その他の措置を講
じ、もって国民保健の向上に寄与するこ
とを目的とする。

保健指導、健康診査、医療そ
の他の措置を講じ、指導を実
施するため。

母子保健法10条 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

92 市長 健康づくり課
2300-
000006

乳幼児健康診査関
係事務

母性並びに乳児及び幼児の健康の保
持及び増進を図るため、母子保健に関
する原理を明らかにするとともに、母性
並びに乳児及び幼児に対する保健指
導、健康診査、医療その他の措置を講
じ、もって国民保健の向上に寄与するこ
とを目的とする。

保健指導、健康診査、医療そ
の他の措置を講じ、指導を実
施するため。

母子保健法第12条
母子保健法13条
発達障害者支援法第５条第１項

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

93 市長 健康づくり課
2300-
000007

その他母子保健事
業関係事務

母性並びに乳児及び幼児の健康の保
持及び増進を図るため、母子保健に関
する原理を明らかにするとともに、母性
並びに乳児及び幼児に対する保健指
導、健康診査、医療その他の措置を講
じ、もって国民保健の向上に寄与するこ
とを目的とする。

保健指導、健康診査、医療そ
の他の措置を講じ、指導を実
施するため。

母子保健法９条
母子保健法10条

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

94 市長 健康づくり課
2300-
000009

がん検診事業事務
がんの予防及び早期発見の推進を図
ることにより、がんの死亡率を減少させ
る。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、検診の精
度管理及び精密検査の受診
勧奨を実施するため。

健康増進法第19条の2 ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － 2

95 市長 健康づくり課
2300-
000010

健康診査事業事務

40歳以上の生活保護受給者等、特定
健康診査又は長寿健康診査の対象と
ならない医療保険未加入者に対し、特
定健康診査に準じた内容の健康診査を
実施する。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、健診の精
度管理及び重症化を予防する
ため。

健康増進法第19条の2 ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － 2

96 市長 健康づくり課
2300-
000011

肝炎ウイルス検診
事業事務

自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識
し、必要に応じて保健指導を受け、医療
機関で受診することにより、肝炎による
健康障害を回避し、症状を軽減し、進行
を遅延させることを目的とする。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、検診の精
度管理及び精密検査の受診
勧奨を実施するため。

健康増進法第19条の2 ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － 2

97 市長 健康づくり課
2300-
000012

成人歯科健診事業
事務

高齢期における健康を維持し、食べる
楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予
防するこを目的とする。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、健診の精
度管理及び重症化を予防する
ため。

健康増進法第19条の2 ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － 2

98 市長 健康づくり課
2300-
000013

骨粗しょう症検診
事業事務

　早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょ
う症を予防することを目的とする。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、重症化を
予防するため。

健康増進法第19条の2 ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － 2

99 市長 健康づくり課
2300-
000014

健康教育事業事務

　生活習慣病の予防その他健康に関す
る事項について、正しい知識の普及を
図ることにより、認識と自覚を高め、健
康の保持増進に資する。
　継続的に健康教育を行うことにより、
生活習慣行動の改善を支援し、生活習
慣病の予防を図る。

栄養指導及び保健指導を実施
するため。

健康増進法第17条第1項 ○ － － － － － ○ － － － － － － － 1
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100 市長 健康づくり課
2300-
000015

健康相談事業事務

　心身の健康に関する個別の相談に応
じ必要な指導及び助言を行い、家庭に
おける健康管理に資することを目的と
する。

個人の健診結果や病歴、生活
習慣に合わせその方の目標に
沿って指導を実施するため。

健康増進法第17条第1項 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

101 市長 健康づくり課
2300-
000016

訪問指導事業事務

　療養上の保健指導が必要であると認
められる者及びその家族に対して、保
健師等が訪問して、その健康に関する
問題を総合的に把握し、必要な指導を
行い、これらの者の心身機能の低下の
防止と健康の保持増進を図る。

個人の健診結果や病歴、生活
習慣に合わせその方の目標に
沿って指導を実施するため。

健康増進法第17条第1項 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

102 市長 健康づくり課
2300-
000017

特定保健指導関係
事務

　自身が健診結果を理解できるよう説
明を行い、自らの生活習慣を振り返り、
生活習慣を改善するための行動目標を
設定するとともに、その行動が実践でき
るよう支援を行い、そのことにより対象
者が自らの健康に関するセルフケアが
できるようになることを目的とする。

個人の健診結果や病歴、生活
習慣に合わせた効果的な保健
指導を実施するため。

高齢者の医療の確保に関する法律
第2章第2節第24条、第25条

○ － － － － － ○ － － － ○ ○ － － 3

103 市長 健康づくり課
2300-
000018

厚木市こころの相
談実施事業

　臨床心理士による対面や電話による
相談事業を実施し、自殺予防を図ること
を目的とする。

個人の病歴、生活状況等に合
わせ、保健指導や生活環境の
調整を実施するため。

自殺対策基本法第19条 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

104 市長 健康づくり課
2300-
000023

新あつぎ市民健康
体操普及員

　市民一人一人、子どもから高齢者ま
で幅広い年齢の方々が、健康に関心を
持ち、継続して実施できる健康体操の
制作や普及について検討し、健康体操
を通して市民の健康保持増進を効果的
に普及推進する。

体操づくり員採用に当たって
の資格要件として、病歴、身
体・知的・精神障害、健康
診断等結果、保健指導、診
療及び調剤情報を確認する
必要がある。

新あつぎ市民健康体操づくり委員規
定、新厚木市民健康体操普及員規
定

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

105 市長 健康づくり課
2300-
000024

成人眼科健康診査
　眼疾患の早期発見のため、眼科健診
を実施し、壮年期からの健康保持を図
る。

問診を行い、検査を受けられ
る健康状態の確認、重症化を
予防するため。

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

106 市長 健康づくり課
2300-
000025

母子支援事業

　妊娠届出等の機会で妊産婦等の状況
を把握し、妊娠期から子育て期わたる
までの母子保健や育児に関する相談に
応じる。

保健指導、健康診査、医療そ
の他の措置を講じ、指導を実
施するため。

子ども・子育て支援法第59条第１号
利用者支援事業実施要綱
利用者支援事業ガイドライン
厚木市母子支援事業実施要綱

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

107 市長 健康づくり課
2300-
000026

未病施策事業

　超高齢社会を迎える中、二次保健医
療圏域内の５市１町１村（厚木市・海老
名市・座間市・綾瀬市・大和市・愛川町・
清川村）で、健康寿命の延伸に向けた
取り組みとして、通勤、通学、買い物先
で手軽に健康チェックができる健康度
見える化コーナー（未病センター）を設
置し、広域的な健康づくりのきっかけを
提供する。

個人の健診結果や病歴、生活
習慣に合わせその方の目標に
沿って指導を実施するため。

神奈川県における未病センター認証
要綱

－ － ○ － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

108 市長 こども育成課
2180-
000004

放課後児童対策事
務

　保護者の就労や疾病等により、放課
後適切な保育受けられない低学年児童
に対し、集団生活や遊びなどを通し、日
常の生活指導等を行い、児童の健全育
成を図るたる、放課後児童クラブを設置
し運営する。

放課後児童クラブの入所の決
定

児童福祉法第６条の３第２項
厚木市立放課後児童クラブ条例第４
条第１項
厚木市立放課後児童クラブ条例施行
規則第４条

○ － - － － － ○ － － ○ － － － － 2
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109 市長 こども育成課
2180-
000008

厚木市放課後子ど
も教室推進事業事
務

総合的な放課後対策として、市立小学
校に放課後子ども教室を設置し、地域
の方々の参画を得て、学習、スポーツ、
文化芸術活動、地域住民との交流活動
等を行う放課後子ども教室推進事業を
実施することにより、放課後等における
子どもたちの元気で心豊かに健やかな
成長を図るとともに、地域社会の中で、
未来を創る子どもたちを見守り育む環
境づくりを推進することを目的とする。

放課後子ども教室参加決定
厚木市放課後子ども教室推進事業
実施要綱第６条

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

110 市長 こども育成課
2180-
000005

私立幼稚園就園奨
励費補助金交付事
務

私立幼稚園に就園する園児の保護者
の経済的負担の軽減を図るため、補助
金を交付する。

就園奨励費補助金区分の決
定

－ － ○ － － － ○ － － ○ － － － － 2

111 市長 こども育成課
2180-
000014

子ども・子育て支
援法関係事務

子ども・子育て支援給付その他の子ど
も及び子どもを養育している者に必要
な支援を行い、もって一人一人の子ども
が健やかに成長することができる社会
の実現に寄与することを目的とする。

支給認定区分の決定及び認
定こども園における保育の決
定

子ども・子育て支援法第19条及び同
施行規則第1条

○ － － － － － ○ － － ○ － － － － 2

112 市長 子育て給付課
2190-
000013

子ども医療費助成
事務

子どもに係る医療費の一部を助成する
ことにより、その健全な育成支援をし、
もって子どもの福祉の増進を図る。

・子どもを養育していること又
は市に住民登録ができないこ
とを証明するため。
・他の法令による医療給付を
受けていることを確認するた
め。

厚木市子どもの医療費助成に関する
条例第4条第2項、第5条第2項、第6
条第1項、厚木市子どもの医療費助
成に関する条例施行規則第6条第2
項、第7条第1項

－ ○ － － － － ○ － ○ ○ － － － － 3

113 市長 子育て給付課
2190-
000015

不妊治療費助成事
務

医療保険の対象外で、高額な医療費を
要する特定不妊治療について、治療に
要する費用の一部を助成することによ
り、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽
減を図る。

特定不妊治療を行ったことを
証明するため。

厚木市不妊治療費助成事業実施要
綱第5条第1項

－ － ○ － － － ○ － － － － － － － 1

114 市長 子育て給付課
2190-
000017

養育医療給付事務
低出生体重などの乳児に対し、その養
育に必要な医療を給付し、生活能力を
得させること。

養育医療の給付が必要である
ことを証明するため。

母子保健法施行規則第9条第1項、
厚木市養育医療に関する規則第2条
第1項

○ － － － － － ○ － － － － － － － 1

115 市長 子育て給付課
2190-
000001

児童扶養手当給付
事務

母子家庭等に手当を支給することによ
り、児童が育成される家庭の生活安定
と自立を促進する。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

児童扶養手当法第4条第1項、第2
項、第3項、第28条、第29条第2項、
児童扶養手当法施行令第1条の2、
第2条、第8条、児童扶養手当法施行
規則第1条第4項、第5項、第6項、第7
項、第3条の4第3項、第4条、第4条の
2

○ － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ 5

116 市長 子育て給付課
2190-
000014

ひとり親家庭等医
療費助成事務

ひとり親家庭等に対し医療費の一部を
助成することにより、生活の安定と自立
を支援し、もって福祉の増進を図る。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

・厚木市ひとり親家庭等の医療費助
成に関する条例第2条第2項、第5条
第1項、第2項、第6条第1項、第2項
・厚木市ひとり親家庭等の医療費助
成に関する条例施行規則第2条、第3
条第1項、第2項、第14条第1項、第2
項、第3項

－ ○ － － － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ 6

117 市長 子育て給付課
2190-
000002

特別児童扶養手当
受付事務

知的障害及び身体障害等にある20歳
未満の児童について福祉の増進を図る
ことを目的として、手当支給の手続事務
を取り扱う。

受給資格の確認に必要なた
め。

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律第3条第1項、特別児童扶養
手当等の支給に関する律施行規則
第1条第2項、第2条第2項

○ － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ 5

118 市長 子育て給付課
2190-
000003

母子生活支援施設
等入所事務

母親が監護すべき児童の福祉に欠ける
ところがある場合に、母子で入所させ、
保護する。
妊婦が経済的理由により入院助産を受
けることができない場合に助産の実施
を行う。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

児童福祉法、厚木市助産施設におけ
る助産の実施及び母子生活支援施
設における保護の実施に関する規則
第3条

○ － － － － － － ○ － ○ － － ○ ○ 4
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119 市長 子育て給付課
2190-
000008

厚木市母子家庭等
児童就学祝金支給
事務

母子家庭等の児童が小学校、中学校
に入学し、または中学校を卒業すること
を祝い、就学祝金を支給する。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

厚木市母子家庭等児童就学祝金支
給規則第2条第1号

－ － ○ － － － － ○ － ○ － － ○ ○ 4

120 市長 子育て給付課
2190-
000006

厚木市母子等福祉
手当支給事務

母子及び父子家庭に対して手当を支給
することにより、児童の福祉増進に寄与
する。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

・厚木市母子等福祉手当金支給条
例第3条第1項
・厚木市母子等福祉手当金支給条
例施行規則第2条第3項

－ ○ － － － － － ○ － ○ － － ○ ○ 4

121 市長 子育て給付課
2190-
000007

厚木市母子家庭等
家賃助成事務

母子家庭等に対し家賃の一部を助成す
ることによって、母子家庭等の生活の
安定と向上を図ること。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

・厚木市母子家庭等家賃助成条例
第2条第2項
・厚木市母子家庭等家賃助成条例
施行規則第7条第3項

－ ○ － － － － － ○ － ○ － － ○ ○ 4

122 市長 子育て給付課
2190-
000010

児童手当給付事務

児童を養育しているものに児童手当を
支給することにより、家庭における生活
の安定に寄与するとともに、次代の社
会を担う児童の健全な育成及び資質の
向上に資する。

受給資格の審査、認定、管理
に必要なため。

・児童手当法第7条第1項、第8条、第
9条、第26条、
・児童手当法施行令第14条、
・児童手当法施行規則第1条の四、
第4条、第7条。
・厚木市児童手当等事務取扱規則
第9条、第10条、第11条、第12条、第
20条、第21条、第16条

○ － － － － － － ○ － － － － ○ － 2

123 市長 保育課
2200-
000001

保育所入所措置事
務

保育所の申請受理、審査を行うなか
で、入所児童及び保護者の状況を把握
し連携に役立てる。

保育所の申請受理、審査を行
うなかで、入所児童及び保護
者の状況を把握するため。

児童福祉法施行規則第24条 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

124 市長 保育課
2200-
000002

公立保育所運営事
務

毎日の保育所運営における児童･保護
者･関係職員の状況を把握する。

保育所運営における児童･関
係職員の健康状況を把握が
必要なため。

大量調理施設衛生管理マニュアル
神奈川県児童福祉施設の整備及び
運営に関する基準を定める条例第15
条第１項

－ ○ － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

125 市長 家庭相談課
2210-
000001

児童虐待対策事
務

要保護児童対策地域協議会を中心
に関係機関が情報共有及び連携し
ながら、要保護児童等の早期発見・
早期対応及び適切な支援を図る。

要保護児童対策地域協議
会において関係機関が情
報共有を行い、事案に応じ
た適切な支援を行うため。

- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

126 市長 家庭相談課
2210-
000002

女性のための相
談事務

女性の様々な悩みに対応するた
め、面接や電話等により相談を行
う。

面接や電話等により様々な
悩みに対応するため。

- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

127 市長 家庭相談課
2210-
000003

DV対策事務

ＤＶ被害者の相談に応じるとともに、
緊急避難が必要な場合は保護し安
全確保を図るとともに、自立支援を
行い、被害者の救済措置を図る。

ＤＶ相談及びＤＶ被害者の
安全確保・自立支援を行う
ため。

- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

128 市長
子育て

支援センター
2220-
000001

子育て支援セン
ター事業事務

子育てに関する相談を保護者等から受
けることにより、子どもの適切な養育環
境を確保する。

育児不安等への適確な相談
指導を行うため。

児童福祉法10条の２ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

129 市長 市民協働推進課
2800-
000004

市民相談事業
各種市民相談を実施し、安定した市民
生活の推進を図る。

市民からの相談に応じ、適切
な助言や対応をするため。

－ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

130 市長 市民協働推進課
2800-
000005

地域改善事業住宅
新築等資金貸付管
理事務

住宅新築等資金貸付金の個人償還管
理、債権管理及び財源償還管理

借受人の状況を把握し、適切
な貸付金の償還金管理を行う
ため。

－ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

131 市長 市民協働推進課
2800-
000006

人権擁護委員候補
者推薦事務

本市に置かれる人権擁護委員の候補
者を法務大臣に対し推薦する。

人権擁護委員の推薦に際し、
欠格条項に該当しないことを
確認するため。

人権擁護委員法
第７条第１項第１号

○ － － － － － － ○ － － － － － － 1
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132 市長 交通安全課
3400-
000006

自転車等駐車場業
務

自転車利用者の利便性を図るととも
に、放置自転車の解消に努める。

厚木市営自転車等駐車場駐
車料減免申請に使用するた
め。

厚木市市営自転車等駐車場条例第
６条、厚木市自転車放置防止に関す
る条例第13条２項

－ ○ － － － － － － － ○ － － － － 1

133 市長
セーフ

コミュニティ
くらし安全課

3500-
000003

消費生活相談事務
市民の消費生活に対する相談、苦情等
を適切かつ効果的に処理し、消費生活
の安定及び向上を図る。

市民からの契約等に関する相
談や苦情を受け付け、適切な
対応を行うとともに、内容に応
じ業者などに契約解除等の交
渉をするため。

消費者基本法第19条第1項
消費者安全法第8条第2項第1号、第
2号

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

134 市長 産業振興課
3900-
000004

障害者雇用奨励交
付金交付事務

市内の障害者の雇用の安定と促進を
図る。

雇用主に対して交付金を交付
するため。

厚木市障害者雇用奨励交付金交付
要綱第６条第２項

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

135 市長 産業振興課
3900-
000005

企業等の立地促進
等に関する奨励金
交付事務（雇用奨
励金）

市内の障害者の雇用の安定と促進を
図る。

雇用主に対して交付金を交付
するため。

厚木市企業等の立地促進等に関す
る条例施行規則第５条第１項第２号
オ

－ ○ － － － － － － － ○ － － － － 1

136 市長 住宅課
5550-
000001

市営住宅管理事務
市営住宅の入居者選定及び家賃認定
等

障害の程度により所得金額を
控除するため。

公営住宅法第16条
公営住宅法施行令第1条第1項
公営住宅法施行規則第7条第2項
厚木市市営住宅条例第6条第2項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

137 市長 住宅課
5550-
000002

特定優良賃貸住宅
入居者管理台帳

特定優良賃貸住宅の入居者選定及び
家賃対策補助金算定等のため。

障害の程度により所得金額を
控除するため。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則第1条第3項

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

138 市長 開発審査課
5800-
000001

開発行為許可申請
書の審査事務

建築物を建築する目的で行う開発行為
に伴う許可申請の審査

市街化調整区域に神社仏閣
及び納骨堂を建築することに
ついて、厚木市開発審査会提
案基準10に適合するものかを
判断するために、当該市街化
調整区域に居住する信者を把
握する必要があるため。

都市計画法第34条第14号
厚木市開発審査会提案基準10

○ － － － ○ － － － － － － － － － 1

139 市長 開発審査課
5800-
000003

建築許可事務
市街化調整区域に建築物の新築等を
する目的で行う許可申請の審査

・市街化調整区域に神社仏閣
及び納骨堂を建築することに
ついて、厚木市開発審査会提
案基準10に適合するものかを
判断するために、当該市街化
調整区域に居住する信者を把
握する必要があるため。
・市街化調整区域に存する一
身専属性を有する分家住宅等
について、他人への譲渡等を
行うため、厚木市開発審査会
提案基準15のやむを得ない理
由に適合するものかを判断す
るため。

都市計画法施行令第36条第１項第３
号ホ
厚木市開発審査会提案基準10

都市計画法第34条第14号
都市計画法施行令第36条第１項第３
号ホ
厚木市開発審査会提案基準15

○ － － － ○ － ○ － － ○ － ○ － － 4

140 市長 消防総務課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

消防団厚生事務 消防団の福利厚生に関する事務
消防団員の健康状態の把握
のため、健康診断を実施。

- － － ○ － － － ○ － － - ○ ○ － － 3

141 市長 消防総務課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

公務災害事務
消防団員に対する公務災害認定請求
の手続き

公務災害認定請求をする際
に、病歴等の提出が必要なた
め。

- － － ○ － － － ○ － － ○ - - － － 2

142 市長 消防総務課
6300-
000001

消防表彰事務
消防に関する表彰の推薦等、事務処理
を行う。

叙勲の推薦の際、犯罪歴等の
提出が必要なため。

内閣府設置法
第４条第３項第28号

－ － ○ － － － - ○ － － － － － － 1
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143 市長 警防課
6400-
000001

消防法に基づく火
災調査報告事務

火災の損害と原因の調査
火災原因調査における関係者
に対する供述及び必要な情報
を得るため。

消防法第31条・同32条・
同34条・同35条・同35条の2

○ － － － － － ○ － － － － － － － 1

144 市長 厚木警備第一課
6700-
000002

救急出動報告書 救急出動状況等の報告書作成のため。

右記の内容を把握することで、
より傷病者の状態・状況を知る
ことが出き、適切な病院に搬
送出来る。

厚木市警防規程 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

145 市長 厚木警備第一課
6700-
000003

救急活動事後検証
票

救急の活動事後検証票作成のため。
様々な救急事案を統計し、より
よいガイドラインを作成するた
め。

メディカルコントロール体制 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

146 市長 厚木警備第二課
6700-
000002

救急出動報告書 救急出動状況等の報告書作成のため。

右記の内容を把握することで、
より傷病者の状態・状況を知る
ことが出き、適切な病院に搬
送出来る。

厚木市警防規程 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

147 市長 厚木警備第二課
6700-
000003

救急活動事後検証票救急の活動事後検証票作成のため。
様々な救急事案を統計し、より
よいガイドラインを作成するた
め。

メディカルコントロール体制 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

148 市長 北警備第一課
6930-
000004

救急出動 救急出動状況等の報告書作成ため。 救急業務を遂行するため。 厚木市警防規定 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

149 市長 北警備第一課
6930-
000005

救急活動事後検証
業務

救急の活動事後検証票作成のため。 救急業務を遂行するため。 湘南メディカルコントロール協議会 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

150 市長 北警備第二課
6960-
000004

救急出動 救急出動状況等の報告書作成ため。 救急業務を遂行するため。 厚木市警防規定 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

151 市長 北警備第二課
6960-
000005

救急活動事後検証
業務

救急の活動事後検証票作成のため。 救急業務を遂行するため。 湘南メディカルコントロール協議会 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

152 市長 南毛利分署
7000-
000001

救急出動報告書 救急の出動状況報告

救急業務実施基準第24条に
基づき、救急活動を行った場
合は救急活動記録表に記録
し、厚木市救急業務に関する
規定第24条及び25条に従い
報告書等を作成し署長に報告
しなければならない。

厚木市警防規程 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

153 市長 南毛利分署
7000-
000002

救急活動事後検証
票

救急の活動検証

救急業務規程第２条第６項に
基づくメディカルコントロール協
議会にて救急救命処置等の
質を医学的観点から検証し救
急業務の質を保つために実施
するもの。

湘南メディカルコントロール協議会要
綱

－ － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

154 市長 依知分署
7100-
000004

救急出動 救急出動状況等の報告書作成のため。

右記の内容を把握することで、
より傷病者の状態・状況を知る
ことが出き、適切な病院に搬
送出来る。

厚木市警防規定 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

155 市長 依知分署
7100-
000005

救急活動事後検証
業務

救急の活動事後検証票作成のため。
様々な救急事案を統計し、より
よいガイドラインを作成するた
め。

メディカルコントロール体制 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

156 市長 相川分署
7200-
000002

救急出動報告書 救急の出動状況報告
右記の内容を知ることにより、
傷病者の状態・状況を把握し
病院に搬送出来る。

厚木市警防規定 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3
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157 市長 相川分署
7200-
000003

救急活動事後検証
票

救急の活動検証票
様々な救急事案を統計し、より
よいガイドラインを作成するた
め。

湘南メディカルコントロール協議会 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

158 市長 睦合分署
7400-
000002

救急出動 救急出動状況等の報告書作成ため。 救急業務を遂行するため。 厚木市警防規定 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

159 市長 睦合分署
7400-
000003

救急活動事後検証
業務

救急の活動事後検証票作成のため。 救急業務を遂行するため。 湘南メディカルコントロール協議会 － － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

160 市長 清川分署
7550-
000002

救急出動
消防長並びに消防署長に報告するた
め。

救急出動報告書内に病歴等
の右記事項を記載しなければ
ならないため。

・救急隊員の行う処置等の基準第５
条第３項　・厚木市警防規程第４３
条、第４３条第２項

－ － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

161 市長 清川分署
7550-
000003

救急活動事後検証
業務

救急隊の活動を医師が検証し、より良
いものにするため。

病歴等の右記事項が検証内
容に必要なため。

・救急隊員の行う処置等の基準第５
条第３項　・湘南地区メディカルコント
ロール協議会要綱第２条第３号

－ － ○ － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

162
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000001

医療相談事務
患者が継続して適切な医療サービスを
受けられるよう相談に応じる。

患者の状況に応じた適切なア
ドバイスを行うため。

医療法第１条の４第４項ほか ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

163
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000002

診療情報開示事務
インフォームド・コンセント理念に基づき
診療記録等の情報を提供する。

患者の診療経過を正確に記録
するため。

医師法第24条第１項ほか ○ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

164
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000004

職員採用事務 職員の採用
職員採用に当たり、対象者の
健康状態を把握する必要があ
るため。

厚木市病院事業企業職員の任用等
に関する規程第２条
厚木市職員の採用に関する規則第４
条

－ － ○ － － － － － － ○ ○ － － － 2

165
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000005

院内保育事務
職員の育児の負担軽減及び職務に対
する士気の向上

院内保育の実施に当たり、対
象児童の健康状態を把握する
必要があるため。

厚木市立病院院内保育の実施に関
する規程第６条第１項ほか

－ － ○ － － － ○ － － － ○ ○ － － 3

166
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000006

薬剤事務
患者の治療のため、適切な処方を行
う。

適切な処方に当たり、患者の
状況を把握する必要があるた
め。

薬剤師法第28条ほか ○ － － － － － ○ － － － － ○ － － 2

167
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000007

検体検査事務
患者の治療のための病気の原因究明
を行う。

病気の原因究明に当たり、患
者の状況を把握する必要があ
るため。

医療法第21条第１項ほか ○ － － － － － ○ － － － － － － － 1

168
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000008

放射線事務
患者の治療及び病気の原因究明を行
う。

患者の治療及び病気の原因
究明のため、患者の状況を把
握する必要があるため。

診療放射線技師法第28条 ○ － － － － － ○ － － － － － － － 1

169
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000009

栄養管理事務 患者の食事指示内容を決定する。
患者給食提供に当たり、患者
の状況を把握する必要がある
ため。

医療法第22条第１項ほか ○ － － － － － ○ － － － － － － － 1

170
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000010

看護事務 患者に適切な看護を提供する。
看護の実施に当たり、患者の
状況を把握する必要があるた
め。

医療法第21条第１項、保健師助産師
看護師法第42条第２項

○ － － － － － ○ － － ○ － ○ － － 3

171
病院事
業管理

者
病院総務課

2480-
000013

ボランティア関係
事務

院内で活動するボランティアの健康状
態等を把握し、安全な活動の確保に役
立てる。

院内で活動するボランティアの
健康状態等を把握し、安全な
活動の確保に役立てる。

なし － － ○ － － － ○ － － ○ ○ － － － 3

172
病院事
業管理

者
医事課

2510-
000001

外来診療事務 通院患者の診療
通院患者に適切な医療を提供
するため。

医療法第22条第１項・医師法第24条
第１項ほか

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ 6

173
病院事
業管理

者
医事課

2510-
000002

入院診療事務 入院患者の診療
入院患者に適切な医療を提供
するため。

医療法第22条第１項・医師法第24条
第１項ほか

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4
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174
病院事
業管理

者
医事課

2510-
000003

医療事務 受付、会計、診断書等の交付等
適切な医療の提供、申請によ
り申請者の利益となる情報を
提供するため。

厚木市立病院の診療費等に関する
条例第２条第２項ほか

○ － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

175
病院事
業管理

者
医事課

2510-
000004

診療報酬請求事務 診療報酬の請求
法令、省令、国からの通知等
に基づくため。

健康保険法第76条、社会保険診療
報酬支払基金法第１条及び第15条、
生活保護法第53条　ほか

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

176
教育

委員会
教育総務課

7800-
000005

叙勲候補者推薦事
務

教育関係功労者について、叙勲候補者
として推薦する。

叙勲推薦にあたり、刑罰歴の
有無の確認が必要なため。

日本国憲法第７条
春秋叙勲候補者推薦要項（内閣総
理大臣決定）

－ － ○ － － － － ○ － － － － ○ ○ 3

177
教育

委員会
教育総務課

7800-
000006

叙位上申事務
教育関係功労者が死亡した場合に、叙
位の上申を行う。

叙位上申にあたり、刑罰歴の
有無の確認が必要なため。

位階令 － － ○ － － － － ○ － － － － ○ ○ 3

178
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

学校保健事務

健康診断を行い、健康状態の管理、ま
た、健康の保持増進を図る。
伝染病に伴う出席停止等の把握のほ
か、結核や心臓病の疑いを判断する。

児童の健康診断を行い、児童
の健康の保持増進を図る。

学校保健安全法第11条～14条 ○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

179
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

不登校児童対策事
務

暴力行為、少年非行などの問題行動等
に対応するため、当該児童を支援す
る。

児童の実態や保護者からの相
談等をもとに、適切な対応をす
るとともに、内容に応じて適切
な機関に情報提供するため。

厚木市立小学校及び中学校の管理
運営に関する規則8条、12条、厚木
市「サポートチーム」学校支援推進事
業実施要綱

- - ○ - - - ○ - - ○ ○ ○ - - 4

180
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

児童心理支援事務
児童・保護者の悩みや相談を受け、児
童が心にゆとりを持てるような環境を提
供する。

児童の実態や保護者からの相
談等をもとに、適切な対応をす
るとともに、内容に応じて適切
な機関に情報提供するため。

厚木市心の教育相談員要綱、スクー
ルカウンセラー配置活用事業実施要
綱

- - ○ - - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - 5

181
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

学校給食事務
児童の心身の健全な発達に資し、か
つ、国民の食生活の改善に寄与する。

学校生活に支障が起きないよ
う、児童の健康状態を把握し
適切に対応するため。

学校給食法10条、学校給食実施基
準3条、4条

○ - - - - - ○ - - ○ ○ ○ - - 4

182
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

教育支援事務
児童が適切な教育を受けられるように
する。

児童が適切な教育を受けられ
るようにするため、必要な支
援・指導を行うため。

学校教育法施行令18条の2、22条の
3、障害者基本法16条
厚木市教育支援委員会規則

○ - - - - - ○ - - ○ ○ ○ - - 4

183
教育

委員会

市内小学校
（教育総務課
とりまとめ分）

特殊教育就学奨励
事務

心身障害児の学習環境の充実を図る。

特別支援学級に在籍する児童
名を明らかにするとともに、心
身障害児の措置及び心身障
害児の指導の資料とするた
め。

学校教育法、厚木市心身障害児就
学指導委員会規則

○ - - - - - - - - ○ - - - - 1

184
教育

委員会

市内中学校
（教育総務課
とりまとめ分）

在学者学籍管理事
務

在学する生徒の学籍を管理する。
生徒の生活状況を把握すると
ともに、保護者との連携を図
る。

学校教育法・同施行令・同施行規則 - - ○ - - - ○ - - - ○ ○ - - 3

185
教育

委員会

市内中学校
（教育総務課
とりまとめ分）

学校保健事務

健康診断を行い、健康状態の管理、ま
た、健康の保持増進を図る。
伝染病に伴う出席停止等の把握のほ
か、結核や心臓病の疑いを判断する。

児童の健康診断を行い、児童
の健康の保持増進を図る。

学校保健安全法第11条～14条 ○ - - - - - ○ - - ○ ○ ○ - - 4

186
教育

委員会

市内中学校
（教育総務課
とりまとめ分）

特殊教育就学奨励
事務

心身障害児の学習環境の充実を図る。

特別支援学級に在籍する生徒
名を明らかにするとともに、心
身障害児の措置及び心身障
害児の指導の資料とするた
め。

学校教育法、厚木市心身障害児就
学指導委員会規則

○ - - - - - - - - ○ - - - - 1
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187
教育

委員会

市内中学校
（教育総務課
とりまとめ分）

生徒理解支援事務
生徒理解を推進し、生徒の健全な成長
を支援する。

生徒の個人的な環境を把握
し、指導の基盤とする。

厚木市心の教育相談員要綱、スクー
ルカウンセラー配置活用事業実施要
綱

- - ○ - - - ○ - - - ○ ○ - - 3

188
教育

委員会
教職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

療養休暇承認報告
傷病のため療養を要する職員に対し、
必要と認めれる療養期間について勤務
を免除するため。

傷病のため療養を要するか否
か、又は療養期間をどの程度
にするかについては、医師の
診断書により判断されるため。

県立学校職員服務規程第14条（準
用）

－ － ○ － － － ○ － － － － － － － 1

189
教育

委員会
教職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

障害のある教職員
の状況調査

毎年６月１日現在の身体障害者、知的
障害者及び精神障害者である職員の
任免に関する状況を厚生労働大臣に通
報しなければならないため。

障害のある職員の雇用状況を
的確に把握する必要があるた
め。

障害者の雇用の促進等に関する法
律第40条

○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

190
教育

委員会
教職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

教職員１日健康診
断

教職員の健康の保持増進を図り、もっ
て学校教育の円滑な実施に資するた
め。

事業者は、健康診断の結果を
記録しておかなければならな
いため。

労働安全衛生法第66条
学校保健安全法第15条

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

191
教育

委員会
教職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

非常勤講師採用
非常勤講師を任用することにより、学校
の円滑な運営を図るため。

非常勤講師の資格要件が、相
当の免許状を有し、健康診断
を受診し、適格と判断された者
のため。

公立義務教育諸学校の非常勤講師
の取扱いについて

－ － ○ － － － － － － － ○ － － － 1

192
教育

委員会
教職員課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

教職員健康審査会
　県立学校職員及び県費負担教職員
の健康状態の判定を行うため。

教職員第一健康審査会及び
教職員第二健康審査会に諮る
ため。

神奈川県教職員健康管理規則第３
条

－ － ○ － － － － － － － ○ － － － 1

193
教育

委員会
学務課

8150-
000001

就学援助費受給申
請事務

経済的な理由で就学が困難な児童生
徒の保護者に対して、学用品などの経
費の一部を支給し、教育の機会均等を
図るとともに保護者の負担を軽減する。

申請者に対して支給を適切に
行うため。

要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金交
付要綱、厚木市就学援助費支給要
綱、厚木市就学援助事務処理要綱

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

194
教育

委員会
学務課

8150-
000002

特別支援教育就学
奨励費にかかる事
務

特別支援学級等に就学する児童生徒
の保護者の経済的負担の軽減を図る
ため、学校給食費や学用品費などを支
給する。

申請者に対して支給を適切に
行うため。

要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金交
付要綱、厚木市特別支援教育就学
奨励費支給要綱

－ － ○ － － － － － － ○ － － － － 1

195
教育

委員会
学務課

8150-
000013

結核健康診断事務
児童・生徒における結核の早期発見・
早期治療に努める。

健康診断結果に基づき、精密
検査の有無を判断するため。

学校保健安全法第13条第1項、学校
保健安全法施行規則第5条

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

196
教育

委員会
学務課

8150-
000014

学校事故見舞金支
給事務

学校管理下における児童・生徒の事故
に対する見舞金を支給

児童・生徒の保護者に
見舞金を適切に支給するた
め。

学校事故見舞金条例第4条、学校事
故見舞金条例施行規則第5条、厚木
市学校事故審査委員会規則第2条

○ － － － － － － － － － ○ － － 1

197
教育

委員会
学務課

8150-
000015

日本スポーツ振興
センター災害共済
掛金支払事務

学校管理下における児童・生徒の災害
について、保護者に対し災害共済給付
を行う。

被災児童・生徒に対する
医療費を適切に支払いをする
ため。

独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法第18条、同施行令

○ － － － － － － － － － － ○ － － 1

198
教育

委員会
学務課

8150-
000016

要保護、準要保護
児童・生徒医療費
援助事務

児童・生徒で学校病にり患し、経済的理
由により医療費を支払うことが困難な保
護者に対し援助する。

要保護児童・生徒に対して支
給を適切に行うため。

学校保健安全法第24条、厚木市要
保護及び準要保護児童生徒医療費
援助事業実施要綱

○ － － － － － － － － － ○ ○ － － 2

199
教育

委員会
学務課

8150-
000017

準要保護児童・生
徒眼鏡等給付事務

児童・生徒で勉学に必要とする眼鏡等
を経済的な理由により治療、購入が困
難な者に援助する。

申請者に対して支給を適切に
行うため。

厚木市準要保護児童及び生徒に対
する眼鏡給付等実施要綱

－ － ○ － － － － － － － ○ ○ － － 2

200
教育

委員会
学務課

8150-
000018

腎臓病検診事務
児童・生徒の腎臓病及び糖尿病り患者
の早期発見に努める。

健康診断結果に基づき、専門
医が学校生活での管理方法
について指導するため。

学校保健安全法第１３条第１項、学
校保健安全法施行規則第６条第1項
第10号、厚木市立小・中学校児童・
生徒尿検査実施要綱

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1
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201
教育

委員会
学務課

8150-
000019

腎疾患判定事務
児童・生徒の腎臓病及び糖尿病疾患の
結果について判定を行い事後指導を行
う。

健康診断結果に基づき、専門
医が学校生活での管理方法
について指導するため。

学校保健安全法第１３条第１項、学
校保健安全法施行規則第６条第1項
第10号

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

202
教育

委員会
学務課

8150-
000020

心臓病検診事務
児童・生徒の心臓疾患の発見に努め、
事後措置を期し、児童・生徒の健康の
保持増進を図る。

健康診断結果に基づき、専門
医が学校生活での管理方法
について指導するため。

学校保健安全法第１３条第１項、学
校保健安全法施行規則第６条第１項
第９号、厚木市立小・中学校児童・生
徒心臓病検診実施要綱

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

203
教育

委員会
学務課

8150-
000021

心疾患判定事務
児童・生徒の心臓疾患の結果について
判定を行い、事後指導を行う。

健康診断結果に基づき、専門
医が学校生活での管理方法
について指導するため。

学校保健安全法第１３条第１項、学
校保健安全法施行規則第６条第１項
第９号

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

204
教育

委員会
学務課

8150-
000022

就学時健康診断事
務

学校保健安全法第11条の定めにより就
学時の健康診断を実施するため。

就学時健康診断の実施にあた
り、特別な配慮が必要な子ど
もに合わせた対応をするた
め。

学校保健安全法第11条、学校保健
安全法施行規則第３条

○ － － － － － － － － ○ ○ － － － 2

205
教育

委員会
学務課

8150-
000023

出席停止状況報告
取扱事務

出席停止の指示による伝染病の疾病
の報告により予防措置の事後指導等の
把握をするため。

伝染病の報告により予防措置
の事後指導等の把握を円滑に
するため。

学校保健安全法第19条、学校保健
安全法施行規則第20条

○ － － － － － － － － － － ○ － － 1

206
教育

委員会
学務課

8150-
000024

学校事故損害賠償
事務

学校の設置者に学校事故の責任が発
生する場合に損害賠償を行う。

市の損害賠償が伴う学校事故
に対して経費負担の軽減及び
学校保健の充実を図るため。

国家賠償法第3条、民法第709条 ○ － － － － － － － － ○ － － － － 1

207
教育

委員会
学務課

8150-
000025

食物アレルギー対
応事務

学校における児童・生徒の食物アレル
ギー対応を推進する。

食物アレルギーがある児童・
生徒の状況を把握することで、
学校における食物アレルギー
対応を推進するため。

厚木市立小・中学校食物アレルギー
対応マニュアル

－ － ○ － － － － － － － － ○ － － 1

208
教育

委員会
教育指導課

8200-
000020

和田傳文学基金
事業

厚木市名誉市民和田傳氏の遺志に
よる寄附を基に、児童生徒の文学
的資質の高揚を図ることを目的とし
て、作文のコンクール等を実施す
る。

作文等のコンクールにおいて、
児童生徒から提出を受ける作
品については、自由な発想
で、要配慮個人情報も含む
様々な内容が提供され、そ
れらの内容も含め審査する
必要がある。

－ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － — 7

209
教育

委員会
教育指導課

8200-
000039

児童・生徒指導事
務

児童・生徒の健全育成のため学校と警
察及び教育委員会が情報共有を図る。

児童・生徒の健全育成のた
め。

児童・生徒支援のための学校と警察
との相互連携に係る協定

－ － ○ － － － － － － － － － － ○ 1

210
教育

委員会
教育指導課

8200-
000038

就学指導事務
特別な支援を必要とする児童・生徒の
障がいについて的確に把握し、きめ細
かな就学相談、教育支援を実施する。

児童・生徒の障がいの状況に
配慮した支援のため。

学校教育法施行令
18条の2

○ － － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － 4

211
教育

委員会
教育指導課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

非常勤講師採用
市立小中学校へ非常勤講師を配置す
る。

健康診断の結果に基づき、治
療の指示や勤務を軽減する等
適切な措置をとるため。

公立義務諸学校の非常勤講師の取
扱いについて（市費の非常勤講師に
ついては、準用）

－ － ○ － － － － － － － ○ － － － 1

212
教育

委員会
教育指導課

公務員等
の個人情
報のため
登録なし

臨時的任用職員採
用

市立小中学校へ臨時的任用職員を配
置する。

健康診断の結果に基づき、治
療の指示や勤務を軽減する等
適切な措置をとるため。

学校保健安全法第15条
（職員の健康診断）

○ － － － － － － － － － ○ － － － 1

213
教育

委員会
青少年教育
相談センター

9100-
000002

教育相談事務
教育相談活動を実施することで、青少
年及びその保護者の悩みの解決に向
けた援助を行う。

来所により相談を受けたケー
スの相談内容を記録し、今後
の相談に活用する。

厚木市青少年教育相談センター条
例第１条

－ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ － － 5

214
教育

委員会
青少年教育
相談センター

9100－
000003

適応指導教室運営
事務

適応指導教室に通う不登校児童・生徒
の自主性の育成や人間関係の改善を
図り、自立を目指す。

適応指導教室に通う不登校児
童・生徒の学校復帰や社会適
応へ向けて適切な指導・支援
を行う。

厚木市青少年教育相談センター条
例第１条
厚木市適応指導教室設置規程

－ ○ － ○ － － ○ － － ○ － ○ － － 4
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215
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000006

検察審査員・裁判
員候補者選定事務

検察審査員・裁判員候補者を選定する
ため。

検察審査員・裁判員候補者を
選定するため。

検察審査会法第10条第1項
裁判員の参加する刑事裁判に関す
る法律第21条第1項

○ － － － － ○ － － － － － － － － 1

216
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000011

選挙人名簿調製事
務

選挙人名簿を管理するため。 選挙人名簿を管理するため。
公職選挙法第22条第1項

○ － － － － － － ○ － ○ － － ○ ○ 4

217
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000001

厚木市長選挙事務 選挙の執行 投票立会人選任ため。
公職選挙法第38条第1項
公職選挙法第48条の2第5項

○ － － － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 5

218
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000002

神奈川県議会議員
選挙・神奈川県知
事選挙事務

選挙の執行 投票立会人選任ため。
公職選挙法第38条第1項
公職選挙法第48条の2第5項

○ － － － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 5

219
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000003

厚木市議会議員選
挙事務

選挙の執行 投票立会人選任ため。
公職選挙法第38条第1項
公職選挙法第48条の2第5項

○ － － － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 5

220
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000004

衆議院議員総選挙
事務

選挙の執行 投票立会人選任ため。
公職選挙法第38条第1項
公職選挙法第48条の2第5項

○ － － － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 5

221
選挙管
理委員

会

選挙管理
委員会事務局

9400-
000005

参議院議員通常選
挙事務

選挙の執行 投票立会人選任ため。
公職選挙法第38条第1項
公職選挙法第48条の2第5項

○ － － － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 5


